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 1 

長崎県農業農村整備工事における現場環境改善費の運用要領 

 

１～５．〔省略〕 

６．積算の方法 

（１）〔省略〕 

（２）積算方法 

  ・算出方法は以下のとおりとする。 

算出式 

 

 

K：現場環境改善費（単位：円、1,000 円未満切り捨て） 

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第３位四捨五入２位止め） 

Pi：対象額（直接工事費「処分費等を除く」＋支給品費＋官貸費） 

α：積上げ計上分（単位：円、1,000 円未満切り捨て） 

対象額：Pi 現場環境改善費率：i（％） 

直接工事費 

（処分費等を除く） 

＋ 

支給品費 

＋ 

官貸費 

５億円以下の場合 i ＝ 261.7 × Pi－0.3279 

５億円以上の場合 0.37 

〔省略〕 

（３）〔省略〕 

７～９．〔省略〕 

10．適用年月日 

 ・令和５年４月３日以降に起工する工事から適用する。 

 

長崎県農業農村整備工事における現場環境改善費の運用要領 

 

１～５．〔省略〕 

６．積算の方法 

（１）〔省略〕 

（２）積算方法 

  ・算出方法は以下のとおりとする。 

算出式 

 

 

K：現場環境改善費（単位：円、1,000 円未満切り捨て） 

i：現場環境改善費率（単位：％、小数第３位四捨五入２位止め） 

Pi：対象額（直接工事費「処分費等を除く」＋支給品費＋官貸費） 

α：積上げ計上分（単位：円、1,000 円未満切り捨て） 

対象額：Pi 現場環境改善費率：i（％） 

直接工事費 

（処分費等を除く） 

＋ 

支給品費 

＋ 

官貸費 

５億円以下の場合 i ＝ 1674.2 × Pi－0.4356 

５億円以上の場合 0.27 

  〔省略〕 

（３）〔省略〕 

７～９．〔省略〕 

10．適用年月日 

 ・令和４年４月１日以降に起工する工事から適用する。 

 

 

K ＝ i × Pi ＋ α K ＝ i × Pi ＋ α 


